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吹田市公民館条例現行・改正案対照表 

    は改正箇所 

現            行 改     正     案 

 

（名称及び位置） 

第２条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

⑴ 吹田市吹一地区公民館 吹田市内本町３丁目１９番２１号 

⑵ 

          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

(29) 

２ 吹田市吹一地区公民館に分館を設置し、その名称は、吹田市吹一地区公民館さん

くす分館とし、その位置は、吹田市朝日町３番５０５号とする。 

 

 

 

 

 

（名称及び位置） 

第２条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

⑴ 吹田市吹一地区公民館 吹田市内本町２丁目２９０５番１ 

⑵ 

          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

(29) 

 

 

～ ～ 


